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得
金
額
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
譲
渡
所
得

は
特
別
控
除
前
の
金
額
と
な
る
ほ
か
、
事
業
専
従
者

控
除
の
適
用
は
な
く
、
専
従
者
給
与
額
は
事
業
主
の

所
得
に
合
算
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
年
金
所
得
は
年
金
収
入
か
ら
公
的
年
金
等

控
除
額
と
特
別
控
除
15
万
円（
65
歳
以
上
の
方
の
み

適
用
）を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。
な
お
軽

減
判
定
日
は
４
月
１
日
ま
た
は
資
格
を
取
得
し
た
日

と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方
は
、
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ

く「
特
別
徴
収
」と
、
口
座
振
替
や
納
付
書
で
お
支
払

い
い
た
だ
く「
普
通
徴
収
」が
あ
り
ま
す
。

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い（
特
別
徴
収
）

年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方
で
、
介

護
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
の
合
計

額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
場
合

は
、
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

②
口
座
振
替
や
納
付
書
に
よ
る
お
支
払
い（
普
通
徴
収
）

年
金
か
ら
の
お
支
払
い
と
な
ら
な
い
方
は
、
八
百

津
町
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
や
、
口
座
振
替
に
よ

る
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。
便
利
で
安
心
な
口
座
振

替
が
お
す
す
め
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

役
場
１
階
　
町
民
課
　
医
療
年
金
係

■
電
話
　
４
３-

２
１
１
１（
内
線
２
１
１
５
）

み
な
さ
ま
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
保
険
料「
所
得
割
額
」の
軽
減
　
改
正
あ
り

平
成
29
年
度
分
の
保
険
料「
所
得
割
額
」を
負
担
す

る
方
の
う
ち
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
が

58
万
円
以
下
の
方
の「
所
得
割
額
」軽
減
割
合
は
、
一

律
５
割
軽
減
か
ら
一
律
２
割
軽
減
へ
変
更
さ
れ
ま
す
。

③
保
険
料「
均
等
割
額
」の
軽
減
　
改
正
あ
り

（
２
割
、
５
割
軽
減
に
つ
い
て
は
判
定
基
準
額
を
拡

大
し
、
対
象
を
拡
げ
ま
す
）

（
注
）均
等
割
額
軽
減
判
定
時
の
総
所
得
金
額
等
は
、

各
収
入
か
ら
必
要
経
費
や
控
除
額
を
差
し
引
い
た
所

保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

町
民
課
で
は
、
保
険
料
に
関
す
る
相
談
を
受
付
し

て
い
ま
す
。
失
業
や
災
害
な
ど
で
お
支
払
い
が
困
難

な
場
合
は
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

十
分
な
収
入
・
資
産
な
ど
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
保
険
料
を
納
め
な
い
場
合
に
は
、
法
律
の
定
め
に

よ
り
滞
納
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
お
支
払
い
が
難
し
い
と
き

保
険
料
を
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る

方
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
お
支
払
い
に
切
り
替
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
お
支
払
い
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
役
場
町
民
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
お
支
払
い
を
年
金
か
ら

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

軽減割合
世帯（被保険者および世帯主）の

平成28年中の総所得金額等の合計額が・・・

9割軽減
33万円以下の世帯で、被保険者全員が所得0円の場合

（公的年金控除額は80万円として計算）

8.5割軽減 33万円以下の世帯

5割軽減
33万円+27万円×世帯の被保険者数　以下の世帯

（ 改正 26.5万円→27万円へ）

2割軽減
33万円+49万円×世帯の被保険者数　以下の世帯

（ 改正 48万円→49万円へ）


